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規 則

茨城県規則第79号

茨城県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県行政組織規則の一部を改正する規則

茨城県行政組織規則 (昭和42年茨城県規則第46号) の一部を次のように改正する｡

別表第４ １ 法律又はこれに基づく政令により設置された付属機関の表中
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茨 城 県 報 第 1519 号 平成15年11月17日 (月曜日) 1

｢

茨城県都市計画審議会 土 木 部 都 市 計 画 課

｣

を

第１５１９号
平成15年11月17日

月 曜 日

(毎週月・木曜日発行)

○

○



改める｡

付 則

この規則は, 平成15年11月20日から施行する｡

告 示

茨城県告示第1758号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２の規定による介護機関について, 次のとおり指定した｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第 1519 号 平成15年11月17日 (月曜日)2

｢

茨城県都市計画審議会 都 市 計 画 課

土浦・阿見都市計画事業阿見吉原東土地
区画整理審議会

土 木 部
都 市 整 備 課

｣

に

コ ー ド
所 在 地 サービスの種類 開 設 者

指 定
名 称 年月日

0811910470
医療法人社団 桜水会
柏田診療所

牛久市上柏田２－39－１
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション

医療法人社団
桜水会

平成15年
10月10日

0812011914
医療法人社団 彩黎会
ホームクリニックつくば

つくば市稲荷前31－２－
105 居宅療養管理指導 医療法人社団

彩黎会
平成15年
10月１日

0840142012
ホーム薬局 水戸市米沢町98－７ 居宅療養管理指導 株式会社 サン

テ
平成15年
10月15日

0840740336
さくら薬局結城店 結城市結城2987－１ 居宅療養管理指導 クラフト株式会

社
平成15年
10月７日

0851580027
介護老人保健施設ひだま
り倶楽部

北茨城市磯原町磯原２－
305

通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設

医療法人芳医会 平成15年
10月15日

0870101383
松下電工エイジフリー介
護チェーン水戸

水戸市泉町３－４－26 福祉用具貸与 関彰商事株式会
社

平成15年
10月17日

0870300860
グループホーム太陽 土浦市菅谷町1469－154 痴呆対応型共同生活介護 有限会社イノセ

ントファミリー
平成15年
10月17日

0870400082
有限会社 ケアサービス
大澤 福祉用具貸与事業
所

古河市横山町一丁目８番
９号 福祉用具貸与 有限会社 ケア

サービス大澤
平成15年
10月24日

0870400090
有限会社 ケアサービス
大澤 訪問介護事業所

古河市横山町一丁目８番
９号 訪問介護 有限会社 ケア

サービス大澤
平成15年
10月21日

0871400156
指定介護老人福祉施設松
籟荘 指定通所介護事業
所

高萩市下手綱大谷口1951
番地の８ 通所介護 社会福祉法人

愛正会
平成15年
10月９日



茨城県告示第1759号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２第４項の規定に基づき, 次のとおり届出があったので, 同法第55

条の２の規定により告示する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1760号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条の規定

により告示する｡

茨 城 県 報 第 1519 号 平成15年11月17日 (月曜日) 3

コ ー ド
所 在 地 サービスの種類 開 設 者

指 定
名 称 年月日

0871400164
指定介護老人福祉施設松
籟荘 指定居宅介護支援
事業所

高萩市下手綱大谷口1951
番地の８ 居宅介護支援事業 社会福祉法人

愛正会
平成15年
10月９日

0871900346
ショートステイ 柏田 牛久市上柏田２－39－１ 短期入所生活介護 医療法人社団

桜水会
平成15年
10月10日

0873800569
若栗デイサービスセンタ
ー

稲敷郡阿見町若栗1784番
地250 通所介護 医療法人社団仁

誠会
平成15年
10月７日

0874300619
有限会社さくらケアサー
ビス

猿島郡境町稲尾693番地 訪問介護 有限会社さくら
ケアサービス

平成15年
10月14日

申請(開設)者
の 名 称

指定時の事
業所の名称

指定時の事業
所の所在地

サービス
の種類 変更事項 コード 変更等

年月日 区分

医療法人 諸川
中央医院

医療法人 諸川中
央医院

猿島郡三和町諸
川811

通所リハ
ビリテー
ション,
訪問看護,
居宅療養
管理指導

－ 0814310413 平成15年９月30日 廃止

医療法人 根本
医院 根本医院 久慈郡金砂郷町

久米230番地
訪問看護,
居宅管理
療養指導

－ 0813410222 平成15年８月31日 廃止

白美産業株式会
社

でいほーむ・ハク
ビ水戸

水戸市南町２丁
目３－25 通所介護

(事業所の所在
地) 水戸市元吉
田町779－２

0870100963 平成15年９月20日 変更

株式会社 ニチ
イ学館

アイリスケアセン
ター ひたちなか

ひたちなか市勝
田中央４－２
KCAビル１F

訪問介護,
居宅介護
支援事業

(事業所の所在
地) ひたちなか
市東石川３－１
－７ 宮前ビル
２Ｆ

0872100144 平成15年６月21日 変更

有限会社 モー
ディス

しまナーシングホ
ーム 常北

東茨城郡常北町
石塚539－１

特定施設
入所者生
活介護

(開設者) 株式
会社 しまナー
シングホーム
(主たる事務所
の所在地) 水戸
市開江町954番
地

0873100887 平成15年９月18日 変更

株式会社 ツク
イ

総合福祉 ツクイ
水戸

水戸市上水戸２
－４－14

訪問介護,
訪問入浴
介護, 居
宅介護支
援事業

(事業所の所在
地) 水戸市栄町
２－７－８ 飯
村第３ビル１階

0870100336 平成15年10月１日 変更



平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1761号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条の規定

により告示する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1762号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第82条の規定に基づき, 次のとおり変更の届出があったので, 同法第85条の

規定により告示する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1763号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第48条第１項第３号の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第93条

の規定により告示する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第 1519 号 平成15年11月17日 (月曜日)4

事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

0874100597 有限会社 在宅介護
サービスきぼう グループホームみるく 茨城県真壁郡関城町藤�谷

2365番地
痴呆対応型共
同生活介護

平成15年
11月１日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

社会福祉法人 桂雄
会

特別養護老人ホーム はまぎくの
里 ひたちなか市中根952－１ 短期入所生

活介護
平成15年
11月１日

社会福祉法人 桂雄
会

デイサービスセンター はまぎく
の里 ひたちなか市中根952－１ 通所介護 平成15年

11月１日

有限会社 共同生活
舎 グループホーム 堀安の舎 水戸市堀町1319

痴呆対応型
共同生活介
護

平成15年
11月１日

介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス

の 種 類 変更内容 変 更
年月日

0873800361 医療法人社団仁誠会
阿見第一 居宅介
護支援事業所

茨城県稲敷郡阿見
町大字阿見字宮内
3020－１

居宅介護支
援

事業所の名称及
び所在地 (旧名
称：川村医院居
宅介護支援事業
所, 旧所在地：
茨城県稲敷郡阿
見町曙178)

平成15年
11月１日



茨城県告示第1764号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第113条の規定に基づき, 次のとおり指定辞退の届出を受理したので, 同法第

115条の規定により告示する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1765号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 附則第５条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出で, 同

条第４項の規定により同法第６条第２項の規定による届出及び同法附則第５条第５項の規定により同法第５条第１項

の規定による届出とみなされるものについて, 同法第６条第３項の規定により準用する同法第５条第３項の規定及び

同項に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

株式会社ケーズデンキ

代表取締役 加 藤 修 一� 住所

水戸市桜川１－１－25

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称) カスミ龍�岡店
龍�崎市藤�丘４丁目１－１, １－２� 変更しようとする事項

ア 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

(変更前) 2,999㎡

茨 城 県 報 第 1519 号 平成15年11月17日 (月曜日) 5

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

社会福祉法人 桂雄
会

特別養護老人ホーム はまぎくの
里 ひたちなか市中根952－１ 介護老人福

祉施設
平成15年
11月１日

事業者の名称 事業所の名称 指定時の事業所の所在地 サービス
の種類等

辞 退
年月日

田村医院 田村医院 つくば市大字上横場2290－６
介護療養型
医療施設・
短期入所療
養介護

平成15年
５月14日



(変更後) 2,227㎡

イ 駐車場の収容台数

(変更前) 137台

(変更後) 109台

ウ 駐輪場の位置及び収容台数

(変更前) 収容台数 10台

(変更後) 収容台数 60台

エ 荷さばき施設の位置及び面積

(変更前) 面積 32㎡

(変更後) 面積 23㎡

オ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

(変更前) 容量 21�
(変更後) 容量 62�

カ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前) 開店時刻 午前10時

閉店時刻 午後８時

(変更後) 開店時刻 午前９時

閉店時刻 午前０時

キ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前) 午前９時45分～午後８時15分

(変更後) 午前８時45分～午前０時15分 (一部午後９時)

ク 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

(変更前) 午前11時～午後４時

(変更後) 午前２時～午後９時� 変更する年月日

平成16年７月１日� 上記�の変更に係るもの以外の事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

駐車場の自動車の出入口の数

４箇所

３ 届出年月日

平成15年10月30日

茨城県告示第1766号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 附則第５条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出で, 同

条第４項の規定により同法第６条第２項の規定による届出及び同法附則第５条第５項の規定により同法第５条第１項

茨 城 県 報 第 1519 号 平成15年11月17日 (月曜日)6

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社カスミ つくば市西大橋599番地１ 小 � 裕 正



の規定による届出とみなされるものについて, 同法第６条第３項の規定により準用する同法第５条第３項の規定及び

同項に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 株式会社エコス

代表取締役 岩 谷 堯

東京都昭島市中神町1160番地１� 新治商業協同組合

代表理事 鈴 木 洋 一

新治郡新治村大字大畑1161番地

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

新治ショッピングセンター

新治郡新治村大字大畑字風谷1661番 外� 変更しようとする事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前) 開店時刻 午前10時

閉店時刻 午後８時 (年間120日は午後８時30分)

(変更後) 開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後10時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前) 午前９時30分～午後８時30分 (年間120日は午後９時)

(変更後) 午前８時30分～午後10時30分� 変更する年月日

平成15年10月31日� 上記�の変更に係るもの以外の事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

茨 城 県 報 第 1519 号 平成15年11月17日 (月曜日) 7

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社エコス 東京都昭島市中神町1160番地１ 岩 谷 堯

株式会社モードアイ 水戸市朝日町2950番地５ 石 川 通 夫

合資会社メンズショップマセ 猿島郡境町293－10 間 瀬 千代子

有限会社ミックスカンパニー 東京都江戸川区平井６－24－４ 阿 部 惠

有限会社スターメガネ 千葉県佐倉市白銀３－11－21 金 井 米 子

寺島薬局株式会社 つくば市天久保２－17－５ 田 口 武



イ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

11,034㎡

ウ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項� 駐車場の収容台数 917台� 駐輪場の収容台数 165台� 荷さばき施設の面積 55㎡� 廃棄物等の保管施設の容量 69�
エ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項� 駐車場の自動車の出入口の数

４箇所� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
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氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社トノオカ 千葉県松戸市日暮７－473 外ノ岡 導

株式会社シューズセンターツチウラ 土浦市川口一丁目10番６号 坂 本 繁 雄

株式会社成島 土浦市大和町７番20号 成 嶋 英一郎

有限会社サトウ 新治郡新治村大字沢辺757 佐 藤 忠

鈴木 力男 つくば市上広岡116－3－５

長島 幸雄 新治郡新治村大字田土部705番地の５

有限会社イチローエンタープライズ 新治郡新治村大字高岡2075－１ 柿 沼 栄

石川 幸道 新治郡新治村大字高岡2104－２

株式会社かね喜 土浦市下高津１丁目18番10号 大 槻 利 夫

株式会社平喜園 土浦市中央２丁目２番11号 来 栖 功

有限会社沼野薬局 新治郡新治村大字藤沢1458番地 沼 野 啓 一

株式会社ナカタ写真機店 土浦市中央２丁目１番１号 仲 田 陽 一

株式会社坂田園芸 新治郡新治村大字上坂田610番地 完 賀 裕 子

有限会社十字屋 猿島郡境町2185番地 立 川 淳 一

新治商業開発株式会社 新治郡新治村大字大畑871－１ 鈴 木 洋 一

株式会社長崎屋 東京都中央区東日本橋一丁目１番５号 上 山 健 二

株式会社大創産業 広島県広島市西条町大字吉行字向１番地の60 矢 野 博 丈

福田 博 石岡市貝地２丁目６番15号

株式会社小林 新治郡新治村大字藤沢1196 小 林 政 博

有限会社スズヤ衣料センター 新治郡新治村大字藤沢1443番地 鈴 木 洋 一

有限会社マツキン 土浦市大和町７番19号 松 浦 安 弘

株式会社クレール小野 土浦市大和町７番23号 小 野 正 市

合資会社白石書店 土浦市中央１－12－２ 白 石 � 巳

クボタ商事株式会社 東茨城郡小川町大字小川1399番地 久保田 三 郎

株式会社かしわや 鹿嶋市宮中６－３－17 水 島 正 人

株式会社富士テーラー 土浦市大和町７番24号 色 川 孝

未定



午前４時～午後10時

３ 届出年月日

平成15年10月30日

茨城県告示第1767号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部商業流通課及び県北地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

エコス笠間店

笠間市笠間195番地１� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

変更の届出 (附則第５条第１項)

平成15年７月14日

イ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前) 開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後９時

(変更後) 開店時刻 午前８時

閉店時刻 午前０時

② 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前) 午前８時30分～午後９時30分

(変更後) 午前７時30分～午前０時30分 (一部午後９時)

ウ 届出年月日

平成15年６月27日

２ 市町村の意見
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市 町 村 名 意 見 の 概 要

笠間市 駐車場出入口等の安全確保に配慮していただきたい｡

施設・設備等から発生する騒音のうち, 敷地境界における騒音測定値が環境基準を超えて

いるものについては, 環境基準値内となるよう必要な措置を講ずること｡ 営業時間変更後に

ついても, 継続的かつ定期的な確認を行いながら, 騒音公害の発生防止に努めること｡

自然光以外の照明の発生により, 居住者や農作物, 動植物への影響が懸念されるため, 防

犯や通行などのために必要な照明環境を除くほか, 新たに生じる照明によって光害が発生す

ることのないように, 十分な配慮をすること｡



茨城県告示第1768号

茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則 (昭和43年茨城県規則第49号) 第８条第２項の規定により, さし網漁業のうち

雑魚さし網漁業 (地方名称：掛網漁業) の許可または起業の認可を申請すべき期間を次のとおり定めたので, 同条第

３項の規定により公示する｡

平成15年11月17日

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所長 草 野 和 之

申請期間

平成15年11月21日 (金) から平成15年12月10日 (水) まで

茨城県告示第1769号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 常陸太田大子線

３ 道路の区域

茨城県告示第1770号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌
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営業時間の延長に伴い, 電気や燃料の使用により地球温暖化への影響が増大するため, 日

常的な地球環境保全の取り組みを心掛けられたい｡

営業時間延長に伴い, 広告看板やサインを変更する場合は, 屋外広告物の申請が必要にな

ります｡ また, 色合いやデザインについても周辺環境と調和した配慮がなされるよう努める

こと｡

地域住民とのコンセンサスを図っていただきたい｡

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

久慈郡水府村大字下高倉字上ノ�
1726番１から 旧 (Ａ)

最大 7.5
94

久慈郡水府村大字下高倉字塙沢1342番
まで

最小 5.0

(Ａ)
最大 7.5

最小 5.0
94

新

(Ｂ)
最大 14.8

最小 6.5
94

迂回路設置



１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 つくば益子線

３ 道路の区域

茨城県告示第1771号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 潮来佐原線

３ 道路の区域

茨城県告示第1772号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 小泉水戸線

３ 道路の区域
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

西茨城郡岩瀬町大字大泉字百目鬼660番１
地先から 旧

最大 18.4
300

西茨城郡岩瀬町大字大泉字田中前820番１
地先まで

最小 12.7

新
最大 18.4

最小 13.2
300 現 道 拡 幅

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

潮来市大字延方西1484番２地先から (Ａ)

潮来市大字延方西2855番地先まで 最大 15.0
637

潮来市大字延方字堂津乙3798番１
地先から

旧
最小 5.2

(Ｂ)

潮来市大字延方西2855番地先まで 最大 120.0
1,280

最小 26.0

潮来市大字延方字堂津乙3798番１
地先から

新

(Ｂ)

最大 120.0

最小 26.0
1,280 旧 道 移 管潮来市大字延方西2855番地先まで



茨城県告示第1773号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 馬渡水戸線

３ 道路の区域

茨城県告示第1774号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 水戸岩間線

２ 供用開始の区間 水戸市見川２丁目101番５地先から

水戸市見川５丁目120番41地先まで

３ 供用開始の期日 平成15年11月17日

茨城県告示第1775号

行方郡玉造町甲429番地１に事務所を置く玉造町土地改良区から次のとおり役員が就退任した旨, 土地改良法 (昭

和24年法律第195号) 第18条第16項の規定により届出があったので, 同条第17項の規定により公告する｡

平成15年11月17日

茨城県鉾田土地改良事務所長 萩 島 利 孝

１ 退 任
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

水戸市吉沼町字三四郎後756番１地先から
旧

最大 14.0
238

水戸市吉沼町字堤689番１地先まで 最小 10.2

新
最大 34.3

最小 10.4
238 現 道 拡 幅

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

水戸市吉沼町字小里前433番１地先から
旧

最大 10.1
110

水戸市吉沼町字堤後786番１地先まで 最小 8.4

新
最大 22.8

最小 10.1
110 現 道 拡 幅



２ 就 任

公 告

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成15年11月17日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿島郡神栖町大字平泉字二反田1078番23

２ 事業主の住所及び氏名

鹿島郡神栖町大字平泉1078番地の49

大 竹 裕佳子

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿島郡神栖町大字木崎字大山2429番233, 同番240

２ 事業主の住所及び氏名

鹿島郡神栖町大字石神1366番地の２ 野口アパート５号

高 岡 丈 夫

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿島郡波崎町土合本町一丁目8762番24

２ 事業主の住所及び氏名

鹿島郡神栖町知手中央三丁目２番27号

鹿島信販株式会社

代表取締役 丸 山 庄 一

鹿島郡波崎町大字太田705番地16

株式会社 井口不動産

代表取締役 井 口 伍 郎
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職 名 氏 名 住 所

理 事 金 井 新次郎 行方郡玉造町甲4241番地

監 事 鈴 木 敬 正 〃 〃 大字手賀121番地

職 名 氏 名 住 所

理 事 金 井 政 義 行方郡玉造町甲4241番地

監 事 岡 里 正 〃 〃 大字手賀２番地



１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

西茨城郡友部町住吉字並木1568番２

２ 事業主の住所及び氏名

東茨城郡内原町鯉渕2012番地の１

株式会社ホンダオート城西

代表取締役 冨 吉 英 一

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

北茨城市磯原町大塚字椎ノ木下39番の一部, 40番, 41番１の一部, 43番の一部

２ 事業主の住所及び氏名

東京都中央区日本橋室町三丁目３番３号

アサミズ株式会社

代表取締役 水 谷 泰 敏

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

筑波郡谷和原村大字小絹字香取636番２, 同番４, 637番１, 同番４, 同番５, 638番, 639番１, 同番６, 同番７,

同番８, 字向原174番１, 同番２, 175番, 176番, 177番, 178番, 179番１, 同番２, 字溜下181番１, 同番２, 同

番３, 同番４, 同番５, 185番, 同番１, 186番, 187番, 字溜下乙190番, 191番, 197番, 198番, 字溜下190番１,

同番２, 191番, 192番, 193番１, 195番, 同番１, 196番, 197番１, 同番２, 198番, 199番, 200番, 202番, 203

番, 204番, 字長町388番１, 同番２

２ 事業主の住所及び氏名

結城郡千代川村本宗道992－２

株式会社 串田工務店

代表取締役 串 田 進
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